
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｆ５－１００ 広告用具及び表示用具 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ５－１０ 全 広告用具及び表示用具 

Ｆ５－１０Ｂ 一 広告用具及び表示用具（建造物取り付け型）のうち、非常口表示具を除く 

Ｆ５－１０Ｃ 一 広告用具及び表示用具（床置型及び路面設置型）のうち、全体形状板体のもの 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 
Ｄ３－３２１０ 壁じか付け灯 
Ｆ２－４２０ 黒板等板 
Ｆ２－４２１０ 黒板 
Ｆ２－４２２ 掲示板 
Ｆ２－６００ 事務用とじ具等 
Ｆ２―６３００ 事務用はさみ具 
Ｆ２－７３１３１ カード立て等 
Ｆ３－３４０ 表示紙 
Ｆ３－３４１台 札、プライスカード等、ネームプレート等、席札 
Ｆ３－３４４ ステッカー 
Ｈ１－４８ 表示盤、表示管等 
Ｈ１－７５ 発光ダイオード等 
Ｈ１－７６ 電球等 
Ｈ７－１１０ 監視用機器 
Ｈ７－１２１１ エレベーター用操作盤 
Ｈ７－４４ インターホン 
Ｈ７－６２４２ パネル形データ表示器 
Ｊ６－４００ 交通安全用機器 
Ｊ６－４２０ 道路用反射具及び遮光具 
Ｊ６－４４ 道路用びょう 
  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

道路標識 広告器 電光表示盤 

駅名表示器 スコアボード 広告板 

広告灯   
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D-CLASS8 

定義 

○ 広告、宣伝、及び表示に使用される物品を分類する。 

○ 下位に該当分類がないもの。 

○ 以下の①～⑧は、Ｆ５－１台すべてに共通する定義である。 

① 鉄道信号、道路信号、船舶信号、及び航空信号を除く。 

② 表示のうち、定量的な測定と関連したもの（Ｊ１）及び身辺の装飾に関連したもの（Ｂ３）を除く。 

③ 各種機器に従属した表示部を除く。ただし、エレベーター、エスカレーター用表示器（方向指示器等）は

含む。 

④ 札券、表示紙、表札、ネームプレート、プライスカードはＦ３－３４台へ、広告紙等はＦ３－３３へ分類す

る。（表示紙とは、極めて平板な表示用具をいう） 

⑤ レッテルはＦ４－２台に分類する。 

⑥ 伝言板、掲示板はＦ２－４２台に分類する。 

⑦ 電光掲示板を含む。 

⑧ 照明付き又は照明入りの表示用具を含む。 

⑨ スコアボードを含む。ただし、ゲーム用スコアシートはＦ３－１１３４へ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Ｆ5-100  

登 録

1168535 

表示板 
F5-100 

登録 1107939 電光表示器 

F5-100  登録 1122849 

机上表示具 

F5-100 登録 1169269 

レスリング競技用データ入出力表示器 

F5-100 登録 1169904 廊下灯 

F5-100  

登録 1156467

表示灯 
F5-100 登録 1153204 

エレベータ用表示器 

     F5-100 

     登録 1151722 表示板 

 

Ｆ5-100 登録 1154924  広告器 

【意匠の説明】…本願を鉄道車輌用

吊革の一部周側面に取り付け… 

F5-100 登録 1077490 

タクシー車内広告用ラック 
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分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

○ 広告用具・表示用具の基本的な概念は、「特定の相手がなく、不特定数の一般の人々を対象として意思

情報を伝達する手段として用いられ、視覚に訴えるもの」とする。 

○ 床置き及び路面設置型の表示用具（Ｆ５－１０１）であっても、全体形状がほぼ一枚の板体のものはここに

含む。 

○ 一組の６面図において、全体形状が板状で、参考図等で脚部や枠体が表されているものはＦ５－１００に

分類する（Ｄターム、Ｆ５－１００ＡＢ）。一組の６面図で脚部及び台座部が表されるものはＦ５－１０１へ。 

○ 床面、壁面及び天井等に埋め込み・取り付けて使用する表示具は含む。ただし非常口表示器はＦ５－１４

へ。 

＜Ｆ３－３４台（表示紙、札、プライスカード、ネームプレート、席札）との関係＞----------------------- 

 ○物品名にこだわらず、物品の属性により、分類する。 

・ 広告・看板等、主として販売促進を目的とした公衆に 

 広く宣伝するために使用するもの→Ｆ５－１台 

・ 名札等小型の表示板（主に私的・対象が比較的限られる 

 人物間で使用するもの）→Ｆ３－３４１台 

  ※よって、植物や植木鉢などに添えられる 

   小プレートの類は、「表示板」等の物品名 

   であっても、Ｆ３－３４１台へ。 

・ ステッカーのように、厚みはあっても極めて平板な表示具 

 はＦ３－３４０へ。 

・ これらに設置のための器具（枠・ボルト等）が 

 取り付けられている場合は、主として広告的要素が 

 推認されるのでＦ５－１台へ。 

 

＜照明を内蔵した表示具について＞----------------------------------------------------------

≪基本概念≫ 

○ 照明の要素が強いものはＤ３へ分類する。 

○ 表示板から発展したものはＦ５（表示具に光源を入れたもの）へ分類する。 

○ 緊急時に注意喚起するものはＪ６へ分類する。 

○ 計器盤等の表示素子はＨ１－４５台へ、 

○ 機械等に取り付ける危険通報の信号灯はＨ７－１１台へ分類する。 

 

≪「廊下灯」について：Ｄ３－３２台との関係≫-------------------------------------------------

・ 物品名が「廊下灯」であっても、病院等において使用 

されるナースコールシステム対応の患者情報識別灯や、 

建造物取り付け型の非常口表示器のように、表示具に 

光源を入れたものはＦ５－１００に分類する。 

（※非常口表示器はＦ５－１４） 

 

 

 

 

 

≪「発光ダイオード」について：Ｈ１－７５台との関係≫------------------------------------------

・ 発光ダイオードによるドットマトリクス状発光部を有する 

もののなかで、主として枠体等を備えた「表示具」を 

Ｆ５に分類する（Ｆ５－１００ＢＡ、１０１ＢＡ）。 

・ 上記の一部、発光ダイオードを複数並べたユニット状の 

盤はＨ１－７５台へ（Ｆ５－１９０へは分類しない）。 

・ 同様に、表示器のバックライトはＨ１－７５、７６台へ。 

・ 「発光ダイオードランプ」はＨ１－７５へ。 

・ 機器に組み込まれる表示部は、Ｈ１－４８へ。 

F5-100 

登録 1177269 

踏切注意標 

Ｆ5-100 

登録 1153896 

廊下灯 

【意匠の説明より】…ナースコール端末からナー

スコール親機を呼出しているとき本願意匠の廊

下灯の呼出し表示灯が点灯し、…画面には患者

名、呼出し状態等が表示される。… 

H1-75BD 登録 1108679 電光表示盤用表示

  

F3-3411 

登録 1165417 

表示器 
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＜データ表示機について：Ｈ７－６２４台との関係＞--------------------------------------- 

○ データ表示機のうち、公共の場で使用され、不

特定多数の者に対し広告、情報を一方的に表

示するものをＦ５に分類する。 

○ 一時的に特定の者に対し占有状態で使用され

る状態があったとしても、それ以外の状態にお

いて上記の性格を強く有するものはＦ５に分類

する。 
 
 
 
 
 
＜路面設置（一部埋設）の表示具、境界用表示用具について：Ｌ２－２１１００との関係＞----------------- 
 

・ 地下埋設物表示板、埋設配管用表示盤等、地面に打設して使用される表示具のうち、頭部に表示板等を備

えるものは、Ｆ５－１００に分類する。 
・ ただし、杭形状（棒状等のもの。地面に埋設される部分と頭部との径がほぼ同径）のものは、Ｌ２－２１１００

（基礎くい等）に分類する。 
・ 頭部に表示板等を備えるもの（Ｆ５－１００）の部品は、杭形状をしているものであっても、Ｆ５－１９０（広告用具

及び表示用具部品及び付属品）に分類する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜自動販売機用ダミー缶について：Ｊ５－１９との関係＞---------------------------------------------------------------

○自動販売機用のダミー缶という用途から、 
    広告器の概念よりも、より具体的な自動販売機用の 
    部品という概念でとらえ、 
    Ｊ５－１９（自動販売機部品及び付属品）に分類する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

   

   

Ｊ5-19 登録 1083135 

自動販売機用点滅表示

器付き商品収納ケース 

Ｊ5-19 登録 977604 

自動販売機用ダミー

缶 

F5-100 登録 573119 

埋設管表示具 

F5-190 

D2004-23507 部分意匠 

境界表示板固定具 ※審査中 

 

L2-21100 

登録 1101095 

測量釘 

 

       

L2-21100 

登録 1100899 

境界杭 

 

  

 

F5-101 

登録 1156970

案内表示塔 
F5-100 登録 1381621 

広告用データ表示器 
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